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１　パート・アルバイト労働相談

　以下、｢労働契約｣（23年度1,460項目→24年度1,427項目)、｢賃金不払｣（23年度

　1,484項目→24年度1,314項目）となっている。（第５表）

第１表　年度別・パート・アルバイト労働相談件数　

下段：パート・アルバイト労働相談件数

（　）は対前年度比　［　］は構成比（※項目ごとに四捨五入したため、合計と一致しない）

　就業構造の変化・雇用形態の多様化が一段と進み、非正規労働者の割合が増加して
いる中、パート労働者の占める割合は依然として高い。
　パート労働者の勤続年数の長期化や就業意識の変化から、既に企業においては、
パート労働者を基幹的な戦力として活用しているケースも見受けられる。このような
中、平成20年4月に「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律（パート労働
法）」が改正・施行済であり、パート労働者の処遇改善や適正な雇用管理が一層求め
られている。
　しかし、労働相談情報センターの労働相談では、法知識の理解不足、適正な雇用管
理がなされていないことでのトラブルも目立っている。
　「パート」と呼ばれても、勤務時間の長さや裁量及び職責の範囲等、現実には正社
員と何ら変わるところがない場合も多い。

上段：全体の労働相談件数

　福祉」｢宿泊業、飲食サービス業」など、対人サービスを中心とする産業分野から

　の相談比率が高い。（第４表）

(4) 相談内容では、｢解雇｣（23年度2,102項目→24年度1,715項目）が最も多く、

　<平成24年度のパート・アルバイト労働相談の傾向>

　が多い。（第２表）

(3) 産業別では、｢サービス業（他に分類されないもの）｣「卸売業、小売業」「医療、

(2) 男女別では、男性3,015件（37.7％）、女性4,985件（62.3％）と女性からの相談

（95.7）

総　計

（△12.7）
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8,000件
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［13.4］ ［14.7］
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（0.3）

（△3.8）

労働相談

平成20年度 平成21年度

　減少した。（第１表）

(1) パート・アルバイトに関する労働相談は8,000件で、23年度より311件（△3.7％）

［14.0］

【パート・アルバイト関連の職場トラブルの特徴】

平成22年度 平成23年度 平成24年度年　度 平成19年度

‐29‐



- 30 -

第２表　男女別／労使別・パート・アルバイト労働相談件数　上段：全体の労働相談件数

下段：パート・アルバイト労働相談件数

［　］は構成比　

第３表　規模別・パート・アルバイト労働相談件数　 上段：全体の労働相談件数

下段：パート・アルバイト労働相談件数

［　］内は構成比

第４表　産業別・パート・アルバイト労働相談件数　 上段：全体の労働相談件数

下段：パート・アルバイト労働相談件数

［　］内は構成比（※項目ごとに四捨五入したため、合計と一致しない）
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10,115件

サービス業（他に分
類されないもの）

［2.2］

［19.2］

90件

［0.4］ ［1.1］

10,024件

33件

1,760件

［11.6］ ［3.0］

1,276件1,645件924件

［16.0］

 174件

［20.6］［13.9］

1,113件

［2.5］ [1.3]［4.0］ ［11.7］［6.7］

208件

その他 不　明

236件

160件

5,562件

［2.0］

不動産業、
物品賃貸業

2,109件 6,086件 1,303件 672件

卸売業､
小売業

運輸業､
郵便業

金融業､
保険業

3,483件

合　計 建設業 製造業
情報
通信業

52,155件 2,143件 4,892件

教育、
学習支援

医療、
福祉

パート・  155件 669件

［1.9］

［100.0］ ［4.1］ ［9.4］

［100.0］ 2,365件 1,641件

［8.4］

8,000件

相談件数 宿泊業、
飲食ｻｰﾋﾞｽ
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第５表　パート・アルバイト労働相談の内容項目　

［　］内は構成比（※項目ごとに四捨五入を行ったため、大項目の計及び合計と一致しない）
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190 25
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<パート・アルバイト関連のあっせん事例>

【事例１】　有期雇用契約期間途中の即日解雇

　相談者は、小売業に従事する１年間の有期契約パート労働者。会社から、改善指導
を受けるとともに、周囲への配慮不足等を指摘された後、即日解雇を通告された。
　解雇理由は能力不足。解雇予告手当は給与の３０日相当分が支払われたが、雇用保
険未加入及び労働条件通知書未交付についての調整を求め、相談に訪れた。

　センターから会社に事情聴取を行った。会社は、「①社長や同僚の指導を素直に受
入れない上、②能力に比較して要求が高いため解雇せざるを得ない」と説明した。
　センターが①会社には雇用保険加入義務があること、②契約期間中の即日解雇であ
るため相当厳密な合理的解雇理由が必要なこと、③解雇理由の主張・立証責任は使用
者が負うこと、を助言したところ、会社から雇用保険加入と解決金支払いの提案が
あった。
　相談者もこれを了承し、双方が合意に達した。

【事例２】　労働契約変更を申し出たところ退職勧奨に発展

　相談者は、卸売・小売業に従事する数回の更新経験があるパート労働者。
　次回の雇用契約更新に合意した後、相談者は、口頭で直属上司に、「都合により、
暫くしたら週５日勤務を週２日勤務に変更してほしい」旨を願い出た。
　その後、相談者は、直属上司から「稼動減少分を充当するため人員を探してみる
が、もし見つからなければ、週５日で勤務できる者を入れざるを得ず、その際には退
職になる」と告げられ、相談者はこれを了承した。
　暫くして、相談者が、業務内容についても直属上司に改善を申し出たところ、「週
５日で勤務できる者が入るので、この月末の２日間で引継ぎをするように」と退職を
示唆された。
　驚いた相談者は、会社と話し合いを持ったが、進展がなかったため、相談者は相談
に来所した。

　センターが会社に来所を求め事実経過及び事情を聴取した。会社は、「月末の退職
合意は成立しており、改善申出への報復的な退職勧奨ではない」と回答した。また、
「他に紹介できる職場は無く、金銭解決なら応じる用意がある」とも述べた。
　相談者に会社の意向を伝え、その後、退職を前提とした金銭解決の方向で調整を重
ねたが、調整は難航した。
　しかし、センターが粘り強く調整を進めた結果、①解決金支払い、②月末日付期間
満了退職等で双方が合意に達した。
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【事例３】　上司との確執を契機に労働条件が大幅に低下

　センターが会社に事情聴取。会社は時給減額に関しての上司の連絡ミスを認め、そ
の差額を支給するとともに、雇用保険未加入であった相談者を、雇用保険にも加入さ
せた。
　また、会社は、今回のセンターへの相談を契機とし、雇用保険について、数千人が
在籍するアルバイト社員の点検・見直しを行い、未加入であった対象者について遡及
加入を実施した。
　この会社の対応を、相談者は、「自分の意向がセンターを通じ会社に伝わった」と
評価し、両者間の問題は終息するに至った。

【事例４】業務上の指導を巡る口論から配転に発展

　センターから会社に事情聴取を行った。会社は「解雇は行き過ぎと考えて取下げた
が、相談者の配転を撤回することは難しく、もし、配転を拒否するのであれば雇止め
となる」と回答した。
　センターが、就業規則の更新規定について指摘し、相談者の継続更新が妥当では、
と助言した。また、対応策として「相談者に一定の反省をさせた上での現職場復帰」
を提案した。
　その後センターが調整を行った結果、相談者が反省の意を示した書類を提出した上
で現職に復帰すること等で労使が最終的に合意した。

　相談者は、体育施設の指導員として勤務するアルバイト社員。６か月の契約を基本
に、更新を続けて勤務してきた。しかし、ある日、指導方法を巡って正社員と口論と
なり、その後、上司から口頭で即日解雇を通告された。
　暫くして、会社は解雇を取り下げたものの、遠隔地への配転を命じられた。通勤時
間を理由に相談者はこれを断ったが、会社も配転を撤回しなかったため、相談者は相
談に来所した。

　相談者は、飲食業のチェーン店で５年以上勤務するアルバイト社員。上司との折り
合いが悪く、上司の連絡ミスに起因する顧客トラブルで相談者の時給が減額された。
　また、上司から相談者へのマニュアル変更周知不足等から、相談者の顧客対応での
苦情が発生したこともあった。その後、相談者の勤務時間が大幅にカットされ、相談
者はこれを「退職勧奨」という嫌がらせと認識し、退職する気持ちに傾いたが、この
まま退職するのは納得いかない、と相談に来所した。
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